
 

会員資格について 

（JBAH 定款より抜粋） 

 

 

会 員 

（i） 正会員 

（A）正団体会員 

テキサス州ヒューストンに支店、連絡事務所、代理事務所を持つ日本の企業や団体、または日本 

企業との関連会社やジョイントベンチャーを構成するアメリカ企業・団体でテキサス州ヒューストン 

に本店支店、連絡事務所、代理事務所を置くもの、あるいは理事委員会の全会一致の承認により 

会員となることを認められた団体は、正団体会員になる資格を有する。 

   （B）正個人会員 

テキサス州ヒューストンで正団体会員に雇用されている者およびその配偶者はだれでも、同正団 

体会員のヒューストン事務所責任者の推薦を得て、正個人会員になる資格を有する。 

 

（ii） 準会員 

テキサス州ヒューストンの日本ビジネスコミュニティーに貢献し、これを支援する個人はだれでも、正団 

体会員二社の書面および口頭での推薦により準会員になる資格を有する。ただし、正会員資格を有す 

る団体や組織に雇用され、所属し、若しくはこれと関係を持つ個人を除く。 

 

 

 


